
（記載注意）

　　
⑸　(D)欄の「内容」は、利用権の設定による当該土地の利用目的（例えば水田として利用、普通
　　畑として利用、樹園地として利用、農業用施設用地（畜舎）として利用等）を記載し、水田
　　裏作を目的とする賃貸借等の場合にはその利用期間をも併記する。

⑴　この各筆明細は、利用権設定の当事者ごとに別葉とする。利用権の設定を受ける者が同一で、
　　利用権を設定する者が異なる場合には整理番号に枝番を付して整理する。 ⑺　(D)欄の「借賃」は、当該土地の１年分の借賃（期間借地の場合には、利用期間に係る

　　年分の借賃）の額を記載する。
⑶　(C)欄の「面積」は、土地登記簿によるものとし、土地登記簿の地積が著しく事実と相違する
　　場合、土地登記簿の地積がない場合及び土地改良事業による一時利用の指定を受けた土地の場
　　合には、実測面積を（　）書で下段に２段書きする。なお、１筆の一部について利用権が設定
　　される場合には、○○○○㎡の内○○○㎡と記載し、当該部分を特定することのできる図面を
　　添付するとともに、備考欄にその旨を記載する。

⑻　(D)欄の「借賃の支払方法」は、借賃の支払期限と支払方法（例えば毎年　　月　　日まで
　　に〇〇〇〇の〇〇〇〇名義の貯金口座に振り込む等）を記載する。

⑽　(F)欄は、(B)欄以外の権原者がいないときは記入を要しない。
⑾　(A)欄、(B)欄及び(F)欄の同意印は、「2．共通事項」を確認した上で押印ください。

  １．各筆明細

⑹　(D)欄の「存続期間（終期）」は、「　年」及び「　　年　月　日まで」と記載する。

年

借賃の支
払方法

住　　　所 氏名又は名称
権原の
種類

［同意印］

利用権設定等促
進事業の実施に
より成立する利用
権の設定等に係
る当事者間の法
律関係(E)

所    在 地  番
現況
地目

面  積
    ㎡

利用権
の種類

内　　　容 始期
存続期間
（終期）

借　賃

利用権を設定する者の氏名
又は名称及び住所
　　　　　　(B)

（氏名又は名称）
桜井　次郎

［同意印］ （住　所） 奈良県●●市◆◆町★★－★

※貸し手 電話　　　 　－　　　　－

奈良　太郎
［同意印］ （住　所） 奈良県〇〇市□□町△△－△

※借り手 電話　　　　 －　　　　－

利用権を設定する土地（C） 設定する利用権(D) 利用権を設定する土地の(B)以外の権原者等 (F)

備 考

　　農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進事業による利用権設定申出書）

整理番号

利用権の設定を受ける者の
氏名又は名称及び住所
　　　　　　(A)

（氏名又は名称）

（印）

⑷　(D)欄の「利用権の種類」は「賃借権」等を記載する。

⑵　(C)欄は、大字別に記載する。

⑼　(E)欄は、(D)欄の「利用権の種類」に対応して「賃借権」等と記載する。

農家代表者
（農事実行組合長） （氏名）

（住所）

貸したい（借りたい）土地について

ご記入ください。大字・地番毎にお

書きいただきますようお願いします。

賃貸借もし

くは使用貸

借とご記入

ください。

使用目的をご

記入ください。

例：水田・

畑・果樹・養

蜂 等

契約期間をご記入くだ

さい。

明確な始期・終期をご

記入いただいても構い

ませんが、公告の時期

等により多少前後する

場合があります。

賃貸借契約を結ば

れる場合のみ、一

月もしくは一年当

たりの賃料及び支

払い時期について

ご記入ください。

金額について、近

隣農地と著しく差

異がある場合、再

度検討をお願いす

ることがあります。

賃貸借権

もしくは

使用貸借権

とご記入くだ

さい。

各土地ごとに、共同所有者等の所有者がいらっしゃる場合、こちら

にご記入の上、 [同意印] の欄に押印ください。

貸したい（借りたい）土地の担当農協支

部長に連絡をとっていただき、同意印を

押印してもらうようにお願いします。

貸し手・借り手の同意が必要な書類です。

双方で話し合い、『２・共通事項』を読んでご納得

の上、３部作成し桜井市農林課へご提出ください。



⑼　利用権取得者の責務
 乙は、この農用地利用集積計画のさだめるところに従い、目的物を効率的かつ適正
に利用しなければならない。

⑽　賃貸借又は使用貸借の解除
  １の各筆明細に定める甲による賃借権の設定等を受けた土地について次のいずれ
かに該当するときは、甲は当該土地に係る賃貸借又は使用貸借を解除することがで
きる。
　ア　当該農用地等を適正に利用していないと認められるとき。
　イ　農地法６条の２第２項第２号の規定による通知を受けたとき。
　ウ　正当な理由がなく賃料を支払わないときその他信義に反した行為をしたとき。
　エ　その他民法及び関連法規に定める解除事由に該当したとき。

⑾　そ　の　他
  この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこの農用地利用集積計画に関し疑
義が生じたときは、甲、乙及び市が協議して定める。

⑹　租税公課等の負担
　ア　甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。
　イ　乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）に基づく共済掛
金及び賦課金を負担する。
　ウ　目的物に係る土地改良区の賦課金については、甲及び乙が別途協議するところ
により負担する
　エ　乙は、目的物及び周辺施設の維持保存に要する役務又は経費を負担する。

⑺　目的物の返還
　ア　利用権の存続期間が満了した時は、乙は、その満了の日から３０日内に甲に対
して目的物を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗力、修繕又は改
良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更につ
いては、乙は、原状回復の義務を負わない。
　イ　乙は、目的物の改良のために支出した有益費については、その返還時に増価額
が現存している場合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は増価額（土地改良
法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく土地改良事業により支出した有益費について
は、増価額）の償還を請求することができる。
　ウ　イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間で有益費の額
について協議が調わないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認定した額を、そ
の費した金額又は増価額とする。
　エ　乙は、イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き、目的物の
返還に際し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。

⑻　利用権に関する事項の変更の禁止
  甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関
する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び市が協議のうえ、真にやむを得
ないと認められる場合は、この限りではない。

⑸　修繕及び改良
　ア　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について、自らの
費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他甲において修繕するこ
とができない場合で甲の同意があったときは、乙が修繕することができる。この場合に
おいて乙が修繕の費用を支出したときは、甲に対してその償還を請求することができ
る。
　イ　乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うことができる。ただし、その改良が軽
微である場合には甲の同意を必要としない。

⑴　借賃の支払猶予
　利用権を設定する者（以下「甲」という。）は、利用権の設定を受ける者（以下「乙」とい
う。）が災害その他やむを得ない理由のため、借賃の支払期限までに借賃を支払いす
ることができない場合には、相当と認められる期日までその支払を猶予する。

⑵　借賃の減額
　利用権の目的物（以下「目的物」という。）が農地である場合で、１の各筆明細に定め
られた借賃の額が、災害その他の不可抗力による民法第609条に規定する割合を超え
ることとなったときは、乙は甲に対しその割合に相当する額になるまで借賃の減額を請
求することができる。減額されるべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、その
協議が調わないときは、農業委員会が認定した額とする。

⑶　解約に当たっての相手方の同意
　甲及び乙は、１の各筆明細に定める利用権の存続期間の中途において解約しようと
する場合には、相手方の同意を得るものとする。

⑷　転貸又は譲渡
　乙はあらかじめ桜井市（以下「市」という。）に協議した上、甲の承諾を得なければ目
的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。

２．共通事項

　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定される利用権は、１の各筆明細
に定めるもののほか、次に定めるところによる。


